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携帯電話におけるフィルタリングの普及促進について（依頼）

このことについて、別添写しのとおり、総務省大臣官房総括審議官、総務省総合通信基

盤局長、文部科学省スポーツ・青少年局長より依頼がありました。

、 、 、ついては 依頼内容及び別添資料を参考に 職員・保護者に対して周知することにより

携帯電話におけるフィルタリング（※）を普及促進し、生徒指導の一層の充実を図るよう

配慮願います。

また、教育事務所にあっては、貴管内の市町村教育委員会並びに小・中学校に対して、

依頼文書を送付のうえ、適切な対応がなされるよう指導願います。

、 、※フィルタリングとは インターネット上のウェブページ等を一定の基準で評価判別し

選択的に排除等する機能のこと。

課名担当名 学校支援課 生徒指導担当

担当者氏名 塩 谷 章

電話番号 (058)272-1111内線 3698

FAX番号 (058)271-7634

enya-akira@pref.gifu.lg.jp担当E-mail




























